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三沢市斗南藩記念観光村（以下「施設」という。）の指定管理者が行う施設の管理の基準及び業務の範囲等は、

この基準書の定めるところによります。 

 

Ⅰ 管理の基準 

指定管理者は、三沢市斗南藩記念観光村募集要項に定めるⅢ（管理運営の条件）の１（管理方針）のほか、

次に掲げる管理の基準を遵守して施設の運営を行うこととします。 

 １ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 ２ 開村時間 

期  間 開村時間 

４月から１０月まで 午前９時から午後７時まで 

１１月から翌年３月まで 午前９時から午後６時まで 

  （三沢市斗南藩記念観光村管理規則（平成１７年三沢市規則第３１号。以下「規則」という。）第２条の規

定による。） 

なお、規則第１６条（指定管理者に管理を行わせた場合の開村時間等）の規定により、市長の承認を受

けて変更することができます。 

 

 ３ 休村日 

  月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、

翌日）及び１２月２９日から翌年の１月３日まで（規則第３条の規定による。）。なお、規則第１６条の規定

により、市長の承認を受けて変更することができます。 

 

 ４ 利用料金 

   指定管理者は、三沢市斗南藩記念観光村条例（平成７年三沢市条例第８号。以下「条例」という。）別表

に定める額の範囲内で、市長の承認を得て定めることができます。 

 

 ５ 施設の利用料金の減免 

   指定管理者は、規則第８条及び第１０条に規定されている基準により、減免に関する承認を行います。ま

た、利用者からの減免申請について疑義がある場合は、市と協議することとします。 

   ただし、この基準を満たさない場合であっても利用者の申請に基づいて減免を承認することはできます

が、この場合の減免額については、補填等に関する協議の対象とはしません。 

 

 ６ 施設の使用等 

   使用の許可及び使用の許可にあたって条件を付する場合は、条例第４条及び第６条の規定に従うこと。 

 

 ７ 施設の使用制限 

   条例第５条の規定に従うこと。 
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 ８ 施設の使用条件の変更 

   使用条件を変更し、又はその使用の停止若しくは使用の許可を取り消す場合は、条例第７条の規定に従

うこと。 

 

 ９ 管理業務に従事する者の配置基準 

   施設を円滑に管理運営するために必要な人員（及び有資格者）を適正に配置すること。 

《配置基準》 

【斗南藩記念観光村及び先人記念館】 

・管理・監督業務職員    １名 

・施設管理職員       １名 

・解説員（学芸員）     １名（※先人記念館：必置） 

・動物管理・環境整備員   ８名 

・受付員          １名 

・清掃員          ２名 

【総合案内施設】 

・管理・監督業務職員    １名 

・観光案内職員       ３名 

《現行の人員配置》 

【斗南藩記念観光村及び先人記念館】 

・施設長          １名 

・施設運営管理職員     ２名 

・受付及び管理職員     ３名 

・受付及び環境整備員    ８名 

※先人記念館にはうち１名学芸員を要する 

【総合案内施設】 

・施設長          １名 

・管理職員         ３名 

 

 １０ 個人情報保護制度 

   指定管理者は、三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号）

第１１条に準じて、指定管理に関わる業務を通じて知り得た秘密を、現在及び指定管理を退いた後や離職

した後においても、他に漏らすことや自己の利益のために利用するなど、不当な目的のために使用しては

なりません。発覚した場合は、懲役又は罰金刑に処します。 

   また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び三沢市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和５年三沢市条例第１号）に準じ、管理業務の遂行にあたるときは、情報漏えいの防止、第三

者への情報提供及び目的外使用の禁止など適正管理のための制度やチェック機能を強化した体制づくりを

構築するなど、必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １１ 情報公開について 
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   指定管理者は、三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号）第２４条に準じ、管理を行う施設に

関する情報開示の制度や情報提供を行うために必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １２ 文書等の管理について 

   指定管理者が業務の実施に関して作成した文書その他帳簿書類は、指定期間中は適切に保管・管理する

こととします。 

 

 １３ 災害発生時における対応 

   指定避難所に指定されている施設は、三沢市地域防災計画に基づき災害発生時等に避難所の開設及び運

営を行います。災害の規模や深刻さ等により、指定避難所に指定されていない施設においても、一時的な避

難所として施設を開放（活用）すること等が想定されます。 

災害発生時は避難所の開設・運営に際して、当該施設の被害状況の確認・避難者の誘導・安全確保等に

ついて、市と指定管理者が相互協力するものとします。 

 

 １４ 遵守すべき法令等 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条ほか 

   地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

三沢市斗南藩記念観光村条例（平成７年三沢市条例第８号） 

   三沢市斗南藩記念観光村管理規則（平成１７年三沢市規則第３１号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則（平成１７年三沢市規則第２９号） 

三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年三沢市条例第１号） 

   三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例（令和２年三沢市条例第９号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例施行規則（令和２年三沢市規則

第６号） 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

   労働基準法（昭和２２年法律第４９号）並びに当該法律に係る労働関係法令 

   その他管理運営に適用される法令 

 

Ⅱ 指定管理者が行う業務 

 １ 指定管理業務 

 指定管理者が行う業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできませんが、専門的知識又は

経験を必要とし、かつ、自ら行う事が困難な一部の業務については、委託することができます。 

（１）規則第１３及び第１４条に条に規定する業務（事業）の実施 

   斗南藩記念観光村運営に関する業務（実施方法の詳細は別紙２「施設運営業務一覧表」のとおり） 

 （２）施設の使用許可に関する業務 

   施設使用者に対する案内、使用の受付、使用の許可・不許可、使用調整等に関すること（実施方法の詳細

は別紙３「施設使用許可に関する業務一覧表」のとおり）。 



 - 4 -

   ア 指定管理者に行わせる業務の内容、手順、留意事項等を明示すること。 

   イ 図面等の資料で配布が困難なものは、施設担当課に備え付けるようにすること。 

 （３）施設、設備等の維持管理に関する業務 

   指定管理者は、施設、設備等を良好な状態で維持し、事故を未然に防止するための日常点検、法定点検、

定期点検等を行うこと（業務の詳細は別紙４「施設管理業務一覧表」のとおり）。 

 （４）施設の修繕及び備品の取扱いについて 

   ① 施設、設備の修繕について 

    ア 維持修繕等の通常修繕については指定管理者の負担とし、修繕計画に基づく大規模改修費、経年

劣化による機器取換等の資本的費用は市の負担において実施するものとします。 

    イ 指定管理者が負担すべき維持修繕費等については、あらかじめ定められた指定修繕料（９０万７

千円）の範囲内で、市の承認のもと実施します。 

      なお、一件あたり１０万円までの簡易な補修や備品の修理、点検、整備等は指定管理者で行うもの

とし、１０万円を超える修繕については市と協議の上実施することとします。 

      ただし、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    ウ 資本的修繕が必要となった場合については、市と指定管理者の協議に基づいて実施の要否を判断

し、実施する場合は市において実施するものとします。 

      ただし、市への申し出、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    エ 通常有すべき安全性を欠いている場合又は放置することにより通常有すべき安全性を欠く恐れの

ある場合は、市は一件１０万円以下の修繕について、指定管理者にその実施を命じることができるも

のとします。 

    オ 年度末において残額が生じた場合は、当該年度での精算又は翌年度の指定管理料で調整を行う場

合があります。 

   ② 備品の購入・管理について 

    ア 指定管理者は別紙５「備品一覧表」に掲載する備品について、施設の利用に支障をきたさないよう

に管理すること。 

    イ 指定期間中に指定管理者が備品を購入する必要が生じた場合は市と協議すること。 

    ウ 協議に基づき必要と認めた備品に関しては市の負担とし、その所有権は市に帰属するが、指定管

理者が自らの判断で購入した備品については指定管理者の所有とする。 

   ③ 管理施設・設備・備品等の損傷等について 

     指定管理者の責に帰すべき事由により生じた施設管理・設備の故障・損傷等については、速やかに市

に報告するとともに指定管理者が自らの経費で修繕すること。この場合、修繕に要する経費について

は、指定管理に関する経費には含まれません。 

 （５）施設の除雪の取扱いについて 

    ア 指定管理者が費用を負担して実施すべき除雪業務については、あらかじめ定められた指定除雪費

（６７万円）の範囲内となります。 

    イ 指定除雪費の範囲を超える場合は、市と指定管理者の協議に基づいて実施の要否を判断し、実施

する場合は市において実施するものとします。 

      ただし、市への申出、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    ウ 年度末において残額が生じた場合は、当該年度での精算又は翌年度の指定管理料で調整を行う場
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合があります。 

 （６）その他必要と認める業務 

   ① 指定期間終了に当たっての事務引継ぎ 

     指定管理者は、指定期間満了時に次期指定管理者が円滑に施設の管理運営業務を遂行できるよう引

継ぎを行うこと。 

 

 ２ 付帯業務 

 （１）遺失物、拾得物の取扱いについて 

    指定管理者は、施設に遺失物及び拾得物の取扱責任者を置き、施設における遺失物及び拾得物を遺失

物法（平成１８年法律第７３号）その他法令等の定めるところにより、適正に処理することとします。取

扱責任者は、拾得者の氏名連絡先等を確認し、警察に届け出をします。また、拾得者から請求があったと

きは、指定管理者の名称その他必要事項を記載した預り書を交付します。 

    なお、指定管理者は、拾得物に関する権利を主張することができません。 

 

Ⅲ モニタリング 

   施設の管理について、法令、条例等のほか協定書、基準書等に基づき業務が適正かつ確実に履行されて

いるかどうか、安定かつ継続的な管理が可能な状態であるかを確認するため、モニタリング調査を実施す

ることとします。 

 １ 月次報告書 

   管理業務の実績状況や施設の利用状況等、次に記載する事項について、月次報告書（以下「報告書」とい

う。）として毎月末までに前月の報告書を作成し、提出すること。 

  ① 管理業務の実施状況 

  ② 施設の利用状況 

  ③ 収支報告 

  ④ その他 

   ア 事業報告（事業名、開催日時、開催場所、実施内容、参加者数等） 

   イ 事故、故障等の内容及びその対応 

   ウ 苦情、要望等の内容及びその対応 

 ２ アンケート調査 

   利用者等の意見及び要望を定期的に把握し、管理業務の水準の確保及び向上に資するため、指定期間中

２回以上アンケート調査を実施し、調査結果を報告書として取りまとめ、提出することとします。（アンケ

ートは原則として指定期間開始の翌年度に実施し、その後期間内に再度実施します。毎年度実施してもか

まいません。） 

 （１）調査方法 

   ア 個別面接 

   イ 回収箱 

   ウ 郵送 

   エ インターネット 

   オ その他 
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 （２）調査項目 

   ア 施設、設備及び備品の状況 

   イ 施設等の利用条件 

   ウ 事業の内容及び満足度 

   エ 職員の接遇 

   オ その他 

 

 ３ 実地調査 

   管理業務の実施状況を把握することを目的として市が実施する定期実地調査に協力すること。また、利

用者からの苦情、要望等が寄せられた場合に実施する臨時の実地調査についても同様とします。 

 

 ４ 事業報告書等 

 （１）事業報告書 

    毎年度終了後３０日以内に、指定管理業務にかかる事業報告書を作成し、提出すること。 

 （２）事業計画書及び収支計画書の提出 

    指定管理期間中の次年度の事業計画書及び収支計画書について、事前に市と調整を図った上で作成し、

提出すること。 

 ５ 管理業務の総括評価 

   市及び指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書の内容、利用者アンケート調査及び実地調査の結果を踏

まえ、指定管理者による管理業務が協定書、基準書等に基づき適正かつ確実に履行されたかどうか、安定的

かつ継続的な管理が可能な状態にあるか評価します。 

 

Ⅳ 指定管理者と三沢市の責任分担 

  指定管理者と市の責任分担について、概ね別紙１「責任分担表」のとおりとします。 

 

Ⅴ その他 

  この基準書に定める指定管理者の管理の基準、業務の範囲等の内容及び処理について疑義が生じた場合又

はこの基準書に定めのない事項については別途協議し決定することとします。 
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別紙１（業務基準書Ⅳ） 

 

責 任 分 担 表 

 

項   目 指定管理者 三沢市 

施設の運営 

（使用の許可関連事務、利用調整、指導、警備、苦情対応、利

用促進活動、施設運営に関する総務・経理業務等） 

○  

施設の維持管理 

（清掃、建物施設・設備保守点検、設備等法定点検、安全衛生

管理、光熱水費支出等） 

○  

災害時等対応《注１》 

（待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置） 
○ （指示等） 

災害復旧工事  ○ 

施設、設備等の修繕 

指定修繕料 

：９０万７千円以内 
○  

指定修繕料  

：９０万７千円超過 
 ○ 

施設の整備、改修工事《注２》 
(承認を得て

可） 
○ 

備品 

新規購入 （任意） ○ 

更新  ○ 

修繕（指定修繕） ○  

使用者の損害（被災）に対する

賠償責任《注３》 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

施設、設備等の損傷の回復 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

施設の除雪 

指定除雪費：６７万円以内 ○  

指定除雪費：６７万円超過  ○ 

防火管理責任者の選任、届出 ○  

包括的管理責任  ○ 

 

《注１》 指定管理者は、使用者の被災に対する第一次的責任を有し、施設又は使用者に損害（被災）があっ

た場合は、迅速かつ適切に対応し、被害の拡大防止に努めるとともに、直ちに市（主管課）に報告
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する義務を負う。 

《注２》 指定管理者が建物、設備等の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる小規模改修等を実施

しようとする場合は、事前に市の承諾を得ること。なお、当該改修等による資産価値の増加につい

ては、市に帰属するものとする。 

《注３》 施設内での事故等により使用者が損害を受けた場合、施設の瑕疵に起因する賠償責任は、市が負い、

指定管理者の管理上の瑕疵に起因する賠償責任は指定管理者が負うこととなるが、指定管理者は市

が加入している「全国町村会総合賠償補償保険」の被保険者とみなさるため、市の責任と同様に当

該保険の対象となる。ただし、指定管理者が行う「自主事業」は対象外。 

注） 

① 市は「全国町村会総合賠償補償保険」に引き続き加入する。 

（参考） 現在市が加入している施設の賠償補償保険の内容と限度額 

・身体賠償 １名につき２億円 １事故につき２０億円 

・財物賠償 １事故につき２千万円 

② 「全国町村会総合賠償補償保険」の対象とならない部分に対して別途保険に加入する場合は、

一部例外を除き指定管理者がその費用を負担することとなるため、市と協議すること。 
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表（斗南藩記念観光村） 
№ 業務名 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 開墾村関係 ・開墾村内建物の開閉 

・清掃（拭き掃除、備品掃除「別紙５」、すす払い） 

・除雪 

毎日 

随時 

随時 

 

２ 六十九種草堂及び庭園 ・戸及び雨戸の開閉 

・点検（電球、人形、備品、障子） 

・清掃（掃除機掛け、床拭き、備品清掃、窓ふき、すす払い、スリッパ） 

・庭園内及び周辺、遊歩道の清掃、草刈、樹木管理 

・除雪 

毎日 

随時 

随時 

随時 

随時 

 

３ 谷地頭郵便局（旧萩の

家）側駐車場及びトイレ 

・駐車場及び周辺の清掃、除雪、ゴミ収集 

・花壇の花植え 

・トイレの清掃、トイレットペーパーの補充 

・施設の点検 

・トイレ入口周辺の除雪 

随時 

随時 

毎日 

随時 

随時 

 

４ 北側駐車場及びトイレ ・正門の開閉 

・駐車場及び周辺、堀外の清掃・草刈 

・駐車場周辺の花植え、樹木管理 

・トイレの開閉 

・トイレ清掃、トイレットペーパー補充、点検 

・除雪 

毎日 

随時 

随時 

毎日 

随時 

随時 
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表（斗南藩記念観光村） 
№ 業務名 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

５ オープンフィールド及

び子供広場、無料休憩所 

・オープンフィールド及び子供広場の芝刈、周辺草刈、清掃 

・花植え、樹木管理 

・谷地頭池の水の入れ替え、清掃、安全点検 

・遊具の点検 

・無料休憩所の開閉、清掃 

・トイレの開閉 

・トイレ清掃、トイレットペーパー補充、点検 

・周回道路の除雪 

・施設内の備品管理 

・施設内の安全点検及び巡視 

・除雪 

随時 

随時 

随時 

随時 

毎日 

毎日 

随時 

随時 

随時 

随時 

随時 

 

６ ゴーカート及びバッテ

リーカー関係 

・管理棟の開閉、周辺清掃 

・券売機の出し入れ、レシート補充 

・コースの清掃、周辺の芝刈、樹木管理 

・バッテリーカーの点検、修理、バッテリーの入れ替え、充電 

・ゴーカートの点検、修理、タイヤ交換 

・ゴーカート場及びバッテリーカー運営（料金徴収、釣銭の準備、貸出

し、安全確認） 

・入場者カウント 

毎日 

随時 

随時 

随時 

随時 

随時 

 

随時 
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表（斗南藩記念観光村） 
№ 業務名 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

７ 馬車及びポニー乗馬

関係 

・馬、ポニーの飼育、調教（給餌、運動、小屋掃除、ブラッシング、健

康管理） 

・トナ切り（餌用乾草） 

・馬車、ポニー乗馬運営 

・馬車の点検、修理 

・料金徴収、釣銭の準備 

１日２回 

 

随時 

随時 

随時 

随時 

 

８ 小動物園 ・動物の飼育、調教（給餌、清掃） 

・小動物園の運営及び安全管理 

・園内の除雪 

１日２回 

随時 

随時 

 

９ パターゴルフ場 ・管理棟の開閉 

・パターゴルフ場運営（料金徴収、釣銭の準備、貸出し、備品確認） 

・パターゴルフ場及び周辺の芝刈り、草刈り、清掃 

毎日 

随時 

随時 
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表（先人記念館） 
№ 業務名 項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 資料の収集・保存

業務等 

資料の寄贈等

の申出 

・資料を寄贈しようとする場合には「寄贈申出書」。または寄

託をしようとする場合には「寄託申出書」を市に提出 

市において文化財審

議会等の意見を聴取

するなど、その内容

を検討し、決定。 

 

寄贈等の決定 ・市において寄贈等を受けることが決定された場合、「資料受

領決定通知書」「寄託承諾決定書」により通知 

  

資料の保管 ・寄贈等を受ける資料は、管理台帳に記入のうえ、適正に保

管 

適宜燻蒸  

２ 展示業務 資料等の貸出

等 

・資料の貸出しについては、市と協議し決定するが、申請、

許可等は全て書面により行う。 

・写真撮影の許可は、指定管理者の判断により許可する。 

  

常設展示 ・空調、温度、湿度、照明等最適な展示環境に努め、細心の

注意をもって取扱い、資料の汚損等を防止する。 

・展示資料の貸出しする際には、展示に支障が出ないよう複

写、又は収蔵資料の中から代替資料を展示する。 

複写等に係る費用は

借受者の負担とす

る。 

 

企画展示 ・指定管理者が予算の範囲内で年３回以上の企画展示を行

う。 

・企画展示内容については、事前に市と協議を行うものとす

る。 
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表（先人記念館） 
№ 業務名 項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

３ 収蔵資料の説明

等 

説明、照会等 ・入館者より展示資料等について説明を求められた際には、

誠意をもって対応する。 

・各種団体からの収蔵資料に関する照会等については指定管

理者において対応する。 

  

４ 収蔵資料の調査・

研究 

 ・収蔵資料について整理、調査、研究を行い、企画展示等に

より公表する。 

  

５ 施設管理業務 開館時及び閉

館時の業務 

・出勤後開館のための各種準備業務 

・非常口及び非常階段の点検 

毎日（開館前）  

館内の安全点

検 

・防災、ボイラー、空調、油槽等各設備の安全点検（異常点

灯ランプ確認）。 

・非常口及び非常階段の点検。 

随時  

備品・展示品管

理 

・館内備品の保守・点検管理 随時  

館内外の巡視 ・入館者の見学状況等監視。 

・館周辺の巡視。 

随時  

清掃、除雪 ・館周辺の清掃及び冬季間における除雪 開館前及び随時  
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表（総合案内施設） 
№ 業務名 項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 総合案内

施設 

観 光 案 内 施

設 

・スタンプラリー  ・道の駅会議出席 

・メディア等への情報発信 

・ポスター、チラシ等の収受、掲示、配布 

・道、宿泊、観光、電話等の各種案内  ・資料の送付 

・入館者の統計事務 

毎日及び随時  

館 内 外 の 管

理運営 

・館周辺の軽易な清掃及び冬期間における簡易な除雪 

・観光情報及び地域情報の発信 

・その他「道の駅」の目的を達成するために必要な事業の実施 

【※指定管理以外の自主的事業及び運営について】 

館内のレストラン部分・物産販売コーナー・産地直売及び物産ＰＲコーナ

ーを利用しての展示・販売・営業については、行政財産使用料を負担する

前提で、指定管理者が自主的に実施できるものとする。 

毎日及び随時  

施 設 保 守 業

務等 

・事業の実施に関する業務  ・利用の許可に関する業務 

・利用に係る料金の収受及び決定に関する業務 

・施設及び設備の維持管理に関する業務 

・施設周辺の清掃及び草刈 

・トイレ清掃（消耗品の補充を含む） ・施設内の備品管理 

・施設内の安全点検及び巡視 

・防災、ボイラー、空調、油槽等各設備の安全点検（異常点灯ランプ確認） 

・非常口の点検  ・館内備品の保守・点検整理 

・展示品の点検整理  ・その他市長が必要と認める業務 

毎日及び随時  
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別紙３（業務基準書Ⅱ－１－（２）） 

 

施設使用許可に関する業務一覧表 
項 目 業務の内容 頻度 留意事項等 

申請受付 ・ 施設使用に関する受付及び概略説明 

・ 予約状況管理 

・ 使用開始予約受付（利用の２か月前の１日から） 

随時  

使用許可 ・ 使用許可申請書の受理 

・ 使用の許可・不許可 

随時  

利用料金収受事務 ・ 納入通知書の発行、利用料金の受領、領収書の発行 

・ 徴収簿等の作成、保管 

・ 歳入調定書の作成、提出及び報告 

随時  



 - 16 -

別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

 

施設管理業務一覧表（斗南藩記念観光村） 

№ 業務名 
令和３年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 警備業務 1,413  ・警備時間  

17:00～翌8:30まで 

・警備の方法及び回数 

・細密巡回２階または機械警備 

毎日  

２ 浄化槽清掃維持管理

業務 

1,886 県道前駐車場 ・アムス分離接触曝気方式 ４５８人槽  

六十九種草堂 ・セキスイ分離接触曝気方式 ３５人槽  

ゆとりの駐車帯 ・アムス分離接触曝気方式 ３５人槽  

ゴーカート前 ・アムス分離接触曝気方式 ３０人槽  

無料休憩所 ・アムス分離接触曝気方式 ３０人槽  

小動物管理棟 ・ハイスター分離接触曝気方式 ５人槽  

小動物飼育舎 ・フジクリーン分離接触曝気方式 ５人槽  

馬小屋 ・ハイスター分離接触曝気方式 ５人槽  

 ・清掃 年１回以上  

 ・報告書の提出 技術規則は浄化槽法施行規則

第３条に準ずる 

 

 ・法定検査 年１回  

３ 除雪業務 619 冬季間の除雪作業  随時  

４ 除草業務 

（新規管理区域整備

業務） 

0 北側駐車場周辺 ・灌木、雑草の除去、高枝の刈

払い 

年２回程度  
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

 

施設管理業務一覧表（先人記念館） 

№ 業務名 
令和３年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 清掃業務 501 特別清掃 ① 床面洗浄ワックス 

対象面積：８６５㎡ 

・Ｐタイル 

石鹸水・ポリシャー掛け 

ワックス塗布、磨き出し 

・ジキタイル 

水洗い（タワシ掛け）、モップ拭き 

② カーペット洗浄 

対象面積：５２０㎡ 

カーペット洗剤・掃除機掛け 

③ 窓ガラス拭き 

対象面積：４８３．２㎡ 

窓壁等の手垢落し 

年１回  

２ 警備業務 （1,413） 

斗南藩記念観光村

№1と重複 

 機械警備（無巡回方式） 

作動時間：閉館時～翌朝開館時 

夜間・無人時の防犯、防災 

毎日  

３ ボイラー煤煙測定業

務 

50 ボイラー規格 

熱量30万kcal/h 

電熱面積5.8㎡ 

Ａ重油 

37.6Ｌ/min 

測定 

・煤煙濃度 

・黄酸化物濃度 

・窒素酸化物濃度 

・塩化水素濃度 

測定方法等詳細は別途協議 

報告書１部提出  
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

 

施設管理業務一覧表（先人記念館） 

№ 業務名 
令和３年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

４ 自動ドア保守点検

業務 

44 自動ドア開閉 

一式（２台） 

付属機械一式 

保守点検整備 

・ドアエンジン装置各部の点検調

整 

・オイルの点検調整 

・消耗部品等の点検整備 

・その他の点検整備 

年１回 

保守点検終了後報告書提出 

 

５ 浄化槽清掃 

維持管理業務 

（1,886） 

斗南藩記念観光村

№2と重複 

対象施設 

フジクリーン 

分離接触曝気方式１２５

人槽 

1.点検 

２ヶ月に１回 

2.清掃 

年１回以上 

3.法定検査は必ず年１回 

作業内容を記載した報告書の提

出 

 

６ ボイラー点検業務 88 ボイラー規格 

前田鉄工所製 

エバラ65ＤＬ 

51.5 

熱量30万kcal/h 

電熱面積5.8㎡ 

ボイラー缶体点検整備 

・燃焼炉洗浄・燃焼ガス通路洗浄 

・煙道点検 

・その他安全運用のための指示・

助言等 

年１回  

７ ハロゲン化物消火設

備点検業務 

0 消防法に規定する内容及

び方法による点検 

年２回 

１回目：機器点検 

２回目：機器点検・総合点検 
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

 

施設管理業務一覧表（先人記念館） 

№ 業務名 
令和３年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

８ 燻蒸業務 0 燻蒸場所・対象 ・常設展示室（７４３．４５㎡） 

室内の成虫、サナギ、幼虫、卵等

の害虫及び菌類 

  

使用薬剤・投与方法 ・エキヒュームＳ ２００ｇ/㎥ 

・防曝型気化器により気化させ展示

室に注入、所定の濃度を４８時間

保つ（詳細は別途協議） 

・立入禁止措置及び館内への入

館 

禁止措置 

・室温２０℃以上 

 

報告 実施報告書を提出 テストサンプルによる効果判定

書添付 

 

９ 展示物等制作業務 1,764 企画展示開催 

業務 

１開催当りの業務内容 

・ポスター・チラシ制作 

・解説パネル制作（適宜） 

・屋外看板等 

年３回以上 

ポスター（約２００枚）、 

チラシ（約６，０００枚） 

 

１０ 消防設備保守点検

業務 

275 先人記念館の消防設備 先人記念館並びに関係する付帯設備

等の消防設備点検 

年２回 

消防法に基づく保守点検業務 

 

１１ 除雪業務 （619） 

斗南藩記念観光村

№3と重複 

冬季間の除雪作業 先人記念館周辺の除雪作業 随時  
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

 

施設管理業務一覧表（総合案内施設） 

№ 業務名 
令和３年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 清掃業務 61 特別清掃 ・床面洗浄ワックス 

・窓ガラス拭き 

年２回  

２ 警備業務 357  ・機械警備（無巡回方式） 

・作動時間：閉館時～翌開館時 

・夜間・無人時の防犯、防災 

・防犯カメラの点検 

毎日  

３ 自動ドア保守点検業務 100 自動ドア開閉一式

（５台） 

付属機械一式 

保守点検整備 

・ドアエンジン装置各部の点検調整 

・オイルの点検調整 

・消耗部品等の点検調整 

・その他の点検調整 

年１回 

保守点検終了後報告書提出 

 

４ 給排気口清掃業務 40  給排気口の清掃 

地産直売コーナー２４箇所 

トイレ３箇所、職員便所１箇所 

事務室・更衣室３箇所 

厨房４箇所 

年１回  

５ 消防設備保守点検業務 40 総合案内施設の消防

設備 

総合案内施設並びに関係する付帯設

備等の消防設備点検 

年２回 

消防法に基づく保守点検業務 

 

６ 除雪業務 58 総合案内施設周辺 総合案内施設周辺の除雪作業 随時  
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

 

施設管理業務一覧表（総合案内施設） 

№ 業務名 
令和３年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

８ 各種点検業務 313 ・事務用機器の保守点検 

・券売機の保守点検 

・レストラン機器の保守

点検 

・施設内事務用品の保守・点検 

 

・レストラン内券売機の保守・点検 

・レストラン内調理機器等の保守・

点検 

年１回以上  

９ 浄化槽清掃維持管

理業務 

26 施設周辺 保守点検、グリストラップ清掃   

 



別紙５（業務基準書Ⅱ－１－(４)） 備品一覧表 ①先人記念館

分類 № 備品番号 品名 品質規格 所在詳細 備考

② 1 5582 帽子掛 傘立て 内田洋行 6-400-1431 先人記念館 玄関

② 2 8019332 両袖机 オカムラ DBO4Z BM383 先人記念館 事務室 01-01-01-178-1 / 両袖事務机

② 3 8019333 両袖机 オカムラ DBO4Z BM383 先人記念館 事務室 01-01-01-178-2 / 両袖事務机

② 4 8019334 両袖机 オカムラ DBO4Z BM383 先人記念館 事務室 01-01-01-178-3 / 両袖事務机

② 5 8019417 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-1 / テーブル

② 6 8019418 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-10 / テーブル

② 7 8019419 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 事務室 01-02-01-265-11 / テーブル

② 8 8019420 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-12 / テーブル

② 9 8019421 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 収蔵庫 01-02-01-265-13 / テーブル

② 10 8019422 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-14 / テーブル

② 11 8019423 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-15 / テーブル

② 12 8019424 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-16 / テーブル

② 13 8019425 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-17 / テーブル

② 14 8019426 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-18 / テーブル

② 15 8019428 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-2 / テーブル

② 16 8019429 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-20 / テーブル

② 17 8019430 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-3 / テーブル

② 18 8019431 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 収蔵庫 01-02-01-265-4 / テーブル

② 19 8019432 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-5 / テーブル

② 20 8019433 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 Q&Aコーナー 01-02-01-265-6 / テーブル

② 21 8019434 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 Q&Aコーナー 01-02-01-265-7 / テーブル

② 22 8019435 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 事務室 01-02-01-265-8 / テーブル

② 23 8019436 ⾧卓 オカムラ 8184BA M536 先人記念館 セミナールーム 01-02-01-265-9 / テーブル

② 24 8019469 演壇 オカムラ 4312ZZ M260 先人記念館 セミナールーム 01-02-06-25 / 演台

② 25 8019477 応接用テーブル ライオン T-324S 先人記念館 2階 01-02-08-60 / テーブル

② 26 8019478 応接用テーブル ライオン T-324S 先人記念館 2階 01-02-08-61 / テーブル

② 27 8019515 工作台 新日本造形 先人記念館 荷解室 01-03-01-5 / 作業机

② 28 8019586 花台 オカムラ 4312FZ M260 先人記念館 セミナールーム 01-03-07-12 / 花台

② 29 8019591 教壇 オカムラ 430KZW 677 大1台、小1台先人記念館 セミナールーム 01-03-12-27 / ステージ

② 30 8019596 その他の台 ハミヤ工産ユニットH-65 先人記念館 男子更衣室 01-03-20-66 / ワゴン（扉付き）

② 31 8019597 その他の台 ライオン DD-2 先人記念館 事務室 01-03-20-96 / 電話機台
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別紙５（業務基準書Ⅱ－１－(４)） 備品一覧表 ①先人記念館

分類 № 備品番号 品名 品質規格 所在詳細 備考

② 32 8019598 その他の台   先人記念館 企画展示室 01-03-20-97-1 / 大型農具展示台

② 33 8019599 その他の台   先人記念館 企画展示室 01-03-20-97-2 / 大型農具展示台

② 34 8019600 その他の台 オカムラ 6345B 先人記念館 収蔵庫 01-03-20-98-1 / ベース（桐箱台）

② 35 8019601 その他の台 オカムラ 6345B 先人記念館 収蔵庫 01-03-20-98-2 / ベース（桐箱台）

② 36 8019602 その他の台 オカムラ 6345B 先人記念館 収蔵庫 01-03-20-98-3 / ベース（桐箱台）

② 37 8019603 その他の台 オカムラ 6345B 先人記念館 収蔵庫 01-03-20-98-4 / ベース（桐箱台）

② 38 8019604 その他の台 オカムラ 6345B 先人記念館 収蔵庫 01-03-20-98-5 / ベース（桐箱台）

② 39 8019605 その他の台 オカムラ 6345B 先人記念館 収蔵庫 01-03-20-98-6 / ベース（桐箱台）

② 40 8019606 その他の台 オカムラ 先人記念館 収蔵庫 01-03-20-99-1 / ベース（桐箱台）

② 41 8019607 その他の台 オカムラ 先人記念館 収蔵庫 01-03-20-99-10 / ベース（桐箱台）

② 42 8019608 その他の台 オカムラ 先人記念館 収蔵庫 01-03-20-99-11 / ベース（桐箱台）

② 43 8019609 その他の台 オカムラ 先人記念館 収蔵庫 01-03-20-99-12 / ベース（桐箱台）
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別紙５（業務基準書Ⅱ－１－(４)） 備品一覧表 ②総合案内施設

分類 № 備品番号 品名 品質規格 所在詳細 備考

① 1 143 冷凍・冷蔵庫 冷蔵ショーケース タニコー㈱ HMC-65GHTO3SR くれ馬ぱ～く 売場 07-03-03-H30-1 / 09000237030000

① 2 4094 レジスター
TERAOKA Web Prime Ⅲ (プリンタ＋CDバックアップ仕

様)
くれ馬ぱ～く レジカウンター

① 3 4095 レジスター TERAOKA Web Prime Ⅲ くれ馬ぱ～く レジカウンター

① 4 4097 自動券売機 グローリー VT-B20 くれ馬ぱ～く レストラン

① 5 4121 ストーブ 業務用石油ストーブブルーヒーター ダイニチ FM-10F-A くれ馬ぱ～く 物置

① 6 4575 ストーブ 業務用石油ストーブブルーヒーター ダイニチ FM-10F-A くれ馬ぱ～く 物置

① 7 4576 ストーブ 業務用石油ストーブブルーヒーター ダイニチ FM-10F-A くれ馬ぱ～く 物置

① 8 6484 冷蔵庫 製氷機 ホシザキ IM-45M-2 くれ馬ぱ～く 厨房

① 9 8019437 ⾧卓 コクヨ KT‐140F1 W1800×D450×H700 くれ馬ぱ～く 事務室廊下 01-02-01-267 / 会議用テーブル

① 10 8019438 ⾧卓 UTILITY 600棚付 W1800×D600×H700 くれ馬ぱ～く 倉庫 01-02-01-268-1 / 会議用テーブル

① 11 8019439 ⾧卓 UTILITY 600棚付 W1800×D600×H700 くれ馬ぱ～く 物置左 01-02-01-268-3 / 会議用テーブル

① 12 8019464 座卓 青森光 ハルナ75ナチュラル W1200×D750×H350 くれ馬ぱ～く 物置左 01-02-04-83-1 / 座卓

① 13 8019465 座卓 ヨネサン TB1800 W1800×D450×H330 くれ馬ぱ～く 物置左 01-02-04-93-1 / 座敷用会議テーブル

① 14 8019466 座卓 ヨネサン TB1800 W1800×D450×H330 くれ馬ぱ～く 物置左 01-02-04-93-2 / 座敷用会議テーブル

① 15 8019467 座卓 青森光 ハルナ75ナチュラル W1200×D750×H350 くれ馬ぱ～く 物置右 01-02-04-83-2 / 座卓

① 16 8019486 その他の卓子
一式（カフェテーブル1台、パラソル1個、パラソルベースス

タンド1個、チェア4脚）
くれ馬ぱ～く プレハブ 01-02-15-46-1 / テーブルセット

① 17 8019487 その他の卓子
一式（カフェテーブル1台、パラソル1個、パラソルベースス

タンド1個、チェア4脚）
くれ馬ぱ～く プレハブ 01-02-15-46-2 / テーブルセット

① 18 8019488 その他の卓子
一式（カフェテーブル1台、パラソル1個、パラソルベースス

タンド1個、チェア4脚）
くれ馬ぱ～く プレハブ 01-02-15-46-3 / テーブルセット

① 19 8019489 その他の卓子
一式（カフェテーブル1台、パラソル1個、パラソルベースス

タンド1個、チェア4脚）
くれ馬ぱ～く プレハブ 01-02-15-46-4 / テーブルセット

① 20 8019490 その他の卓子
一式（カフェテーブル1台、パラソル1個、パラソルベースス

タンド1個、チェア4脚）
くれ馬ぱ～く プレハブ 01-02-15-46-5 / テーブルセット

① 21 8019491 その他の卓子 クレス TB9228EW-1.750 W1200×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-47-1 / テーブル（4人用）

① 22 8019492 その他の卓子 クレス TB9228EW-1.750 W1200×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-47-2 / テーブル（4人用）

① 23 8019493 その他の卓子 クレス TB9229EW550 W600×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-48-1 / テーブル（2人用）

① 24 8019494 その他の卓子 クレス TB9229EW550 W600×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-48-2 / テーブル（2人用）

① 25 8019495 その他の卓子 クレス TB9229EW550 W600×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-48-3 / テーブル（2人用）
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別紙５（業務基準書Ⅱ－１－(４)） 備品一覧表 ②総合案内施設

分類 № 備品番号 品名 品質規格 所在詳細 備考

① 26 8019496 その他の卓子 クレス TB9229EW550 W600×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-48-4 / テーブル（2人用）

① 27 8019497 その他の卓子 クレス TB9229EW550 W600×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-48-5 / テーブル（2人用）

① 28 8019498 その他の卓子 クレス TB9229EW550 W600×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-48-6 / テーブル（2人用）

① 29 8019499 その他の卓子 クレス TB9229EW550 W600×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-48-7 / テーブル（2人用）

① 30 8019500 その他の卓子 クレス TB9229EW550 W600×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-48-8 / テーブル（2人用）

① 31 8019501 その他の卓子 クレス TB9229EW550 W600×D750×H700 くれ馬ぱ～く レストラン 01-02-15-48-9 / テーブル（2人用）

① 32 8019547 調理台 タニコー TX-CL-120 W1300×D750×H820 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-27 / クリーンテーブル

① 33 8019548 調理台 タニコー TX-2SD-150 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-28 / ソイルドテーブル

① 34 8019549 調理台 タニコー TX-CL-90A くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-29 / 水切台

① 35 8019550 調理台 タニコー TX-WCT-1245 W1100×D750×H820 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-30 / 調理台

① 36 8019551 調理台 タニコー TX-WT-945DNB W1450×D750×H820 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-31 / 置台

① 37 8019552 調理台 タニコー TX-WCT-1245NB W1200×D450×H800 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-32 / 調理台

① 38 8019553 調理台 タニコー TX-WCT-1245NB W1200×D600×H800 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-33 / 調理台

① 39 8019554 調理台 タニコー TX-2C-120NB くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-34 / 二槽シンク

① 40 8019555 調理台 タニコー TX-WT-945NB W600×D750×H800 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-35 / 作業台

① 41 8019556 調理台 タニコー TX-WCT-1245NB W1200×D750×H800 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-36 / 調理台

① 42 8019557 調理台 タニコー TX-WCT-1245NB W1350×D450×H800 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-37 / 調理台

① 43 8019558 調理台 タニコー TX-WT-100NB くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-38 / 作業台

① 44 8019559 調理台 タニコー W600×D600×H250 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-39 / スプレッタプレート

① 45 8019560 調理台 タニコー TX-WT-645DNB くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-40 / 引出付作業台

① 46 8019561 調理台 タニコー TSCO-BC-10N W750×D600×H800 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-41 / 置台

① 47 8019562 調理台 タニコー TTS-1SB-945-NB くれ馬ぱ～く 屋外裏 01-03-04-42 / シンク付台

① 48 8019563 調理台 タニコー TTS-1SB-945-NB くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-43 / 手洗いシンク

① 49 8019564 調理台 タニコー TX-WCT-945NB W450×D750×H850 くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-44 / 置台

① 50 8019565 調理台 タニコー TX-WCT-945NB くれ馬ぱ～く 厨房 01-03-04-45 / ディスペンサー台

① 51 8019581 整理台 コクヨ TL-70 くれ馬ぱ～く 事務室 01-03-05-116-1 / 電話台

① 52 8019582 整理台 コクヨ TL-70 くれ馬ぱ～く 事務室 01-03-05-116-2 / 電話台

① 53 8019583 整理台 三菱 JP-S26FS-H くれ馬ぱ～く 女子トイレ 01-03-05-117 / ジェットタオル用スタンド

① 54 8019590 カウンター
コクヨ YT-KD121/YTT-K12/YTS-KP6L W1200×D600×

H900
くれ馬ぱ～く 売場 01-03-11-19 / カウンター
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別紙５（業務基準書Ⅱ－１－(４)） 備品一覧表 ③その他

分類 № 備品番号 品名 品質規格 所在詳細 備考

③ 1 4866 その他の機器キャリーカッター 大竹製作所 K-19FCT 斗南藩記念観光村馬詰所

③ 2 8019350 片袖机   小動物園 管理棟 01-01-02-498 / 片袖机

③ 3 8019468 座卓 青森光 ハルナ75ナチュラル W1200×D750×H350 無料休憩所 01-02-04-83-3 / 座卓
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